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くらしの情報くらしに役立つ情報をお届けします♪

●

国民年金からのおしらせ

　国民年金は、日本国内に住む２０歳〜６０歳
までのすべての人が加入し、一人ひとりが共通
の基礎年金 ( 老齢・障害・遺族など ) を受けら
れるように国が運営している社会的支え合い制
度です。

※手続等の詳細につきましては、日本年金機構
　ホームページか日本年金機構鳥取年金事務所
　にお尋ねください。

令和７年度の保険料について

月額　１７, ５１０円

(1) ６ヶ月前納の場合の保険料額

・

・

口座振替の場合：１０３, ８７０円
( 毎月納める場合より１,１９０円の割引 )

現金納付の場合：１０４, ２１０円
( 毎月納める場合より　８５０円の割引 )

（令和７年４月～令和７年９月または令和７年１０月
～令和８年３月分の保険料が対象）

(2)１年前納の場合の保険料額

・

・

口座振替の場合：２０５, ７２０円
( 毎月納める場合より４, ４００円の割引 )

現金納付の場合：２０６, ３９０円
( 毎月納める場合より３, ７３０円の割引 )

（令和７年４月～令和８年３月分の保険料が対象）

(3) ２年前納の場合の保険料額

・

・

口座振替の場合：４０８,１５０円
( 毎月納める場合より１７, ０１０円の割引 )

現金納付の場合：４０９, 4 ９０円
( 毎月納める場合より１５, ６７０円の割引 )

（令和７年 4月～令和 9 年３月分の保険料が対象）

令和７年度年金相談会について

　日本年金機構では、全国の年金事務所等で
年金の予約相談を実施しています。予約の方法
はお電話のほか、インターネットでもできます。
　また、鳥取年金事務所では、毎月第３火曜日、
智頭町総合センターで出張による年金相談会を
実施しています。
　年金請求の手続きや加入の状況、受給してい
る年金の相談等を希望される人は、ぜひ利用く
ださい。

※予約の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳
や基礎年金番号通知書、年金証書を準備くだ
さい。

※総合センターでの出張相談会を利用される場
合も予約が必要です。その際は事前に鳥取年
金事務所へ問合せください。

（総合センターでの出張相談はインターネット
予約ができません）

※代理人が相談に来られる場合は、委任状及び
代理人の本人確認書類が必要です。

【問合せ先】日本年金機構鳥取年金事務所
☎︎０８５７－２７－８３１１
役場税務住民課
☎︎７５－４１１８
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